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平成 24 年１月 20 日 

 

横浜市財政局長 

柏 崎  誠  様 

 

戸塚区吉田町土地事業予定者審査会 

委員長  川 島  志 保 

 

 

戸塚区吉田町土地公募事業における選考結果について（報告） 

 

戸塚区吉田町土地事業予定者審査会において、当該事業に応募のあった事業提案につい

て審査した結果、次のとおり事業予定者を選考しましたので報告します。 

 

１ 選考結果 

 

（１）選考事業者名 ＜事業予定者＞ 

三菱地所レジデンス株式会社（この報告において応募者 E 又は E 案と表記） 

 

（２）主な提案内容 

分譲集合住宅、認可保育所、学童保育スペース、コミュニティスペース（地域交流 

型施設）：1 棟 

 

２ 審査講評（総論） 

今回、応募者は７者あり、いずれも、不動産及び関連事業などを広く展開している事

業者でした。 

いずれの応募者の提案も、多世代や高齢者を対象とすることで就学児の著しい増加を

伴わないよう配慮した、分譲集合住宅を基本とした提案でした。 

導入施設は、必須である認可保育所のほか、事業者ごとに特色のある提案がなされ、

地域への配慮などにも様々な工夫が見られました。 

なお、資金調達や経営の安定性などについては、いずれの応募者も当該地で提案内容

を実施することが不可能であると判断されるほどの無理な事業展開は認められませんで

した。 

各提案については、審査項目ごとに採点を行い、合計点で最上位であった応募者 E を

事業予定者として選考しました。 

応募者 E の提案（以下「E 案」という。）は、コミュニティスペースや防災広場など、

地域との連携に一定の配慮があり、周囲との調和性が認められました。また、学童保育

スペースを設置し、広い園庭を持つ認可保育所とともに一体的な運営をすることや、環

境対策としてのカーシェアリングについても評価できるものでした。 

その他の応募者の提案も、公募条件を満たしたうえで、それぞれの実績を活かした提

案であることは評価できますが、E 案はバランスのとれた内容であるとともに、認可保

育所と学童保育スペースが同一事業者により運営されることや、コミュニティスペース
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についても実績を示したうえで、具体的に運営方法を提案するなど、実現性に優れてい

ていました。 

また、提出された資料や図面等も計画の全体像が把握しやすいものでした。 

一方、他の提案は、地域との連携に対する配慮や施設の運営方法などの点で、E 案と

の開差がありました。 

 

３ 主な提案 

各応募者の主な提案内容（以下それぞれ「A 案」～「G 案」という。） 

提案 設置する主な施設 

Ａ案 
○分譲集合住宅、認可保育所、デイケア施設、コミュニティカフェ、クリニック

：1 棟  

Ｂ案 

○分譲集合住宅、店舗：1 棟 

○認可保育所、有料老人ホーム、デイサービス施設、訪問介護及び居宅介護支援事

業所：1 棟 

Ｃ案 
○分譲集合住宅：1 棟 

○認可保育所：1 棟 

Ｄ案 
○分譲集合住宅：1 棟 

○認可保育所、サービス付き高齢者向け住宅（賃貸）、訪問介護事業所：1 棟 

Ｅ案 
○分譲集合住宅、認可保育所、学童保育スペース、コミュニティスペース（地域交

流型施設）：1 棟  

Ｆ案 

○分譲集合住宅、地域向け自転車駐車場：1 棟 

○認可保育所、サービス付き高齢者向け住宅（賃貸）、訪問介護及び居宅介護支援

事業所：1 棟 

Ｇ案 
○分譲集合住宅、認可保育所、デイサービス施設、多世代交流施設：1 棟 

 

４ 審査内容 

以下審査項目ごとに審査内容を説明します。 

 

（１）立地性 

（周囲との調和性、地域交通への影響、地域経済への影響） 

 

A 案は、地域へ開かれた土地利用による周辺住民利便性への配慮や近隣住宅地側道

路のセットバックによる近隣への配慮が認められました。また、交通量の増加を招く

施設内容ではありません。一方、市内企業との連携や就業の場の確保への地元活用は

努力目標にとどまっています。 

    

B 案は、敷地が南北に分割され、地域開放空間も設定されていないことから、地域

と断絶されているものの、交通量の増加を招く施設内容ではありません。また、市内
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企業との連携や就業の場の確保への地元活用は努力目標にとどまっています。 

 

   C 案は、提供公園のほか、フロントパークを設けるなど、地域開放空間が設定され

ています。また、交通量の増加を招く施設内容ではありません。市内企業との連携や

就業の場の確保への取組では、建物施工において具体的に市内業者への発注を提案し

ています。 

 

   D 案は、敷地が南北に分割され、地域開放空間も設定されていないことから、地域

と断絶されているものの、交通量の増加を招く施設内容ではありません。また、市内

企業との連携や就業の場の確保への地元活用は努力目標にとどまっています。 

 

E 案は、コミュニティスペースや防災広場など、地域との連携に一定の配慮があり

ます。また、交通量の増加を招く施設内容ではありません。市内企業との連携や就業

の場の確保への地元活用は努力目標にとどまっています。 

 

   F 案は、地域交流広場や南北に通り抜け可能な通路、地域交流スペースの設置など、

地域との連携に一定の配慮があります。サービス付き高齢者向け住宅の自動車動線の

近隣配慮には課題があるものの交通量の増加を招く施設内容ではありません。市内企

業との連携や就業の場の確保への地元活用は努力目標にとどまっています。 

 

  G 案は、地域との連携に一定の配慮があるものの、多世代交流施設の内容が不明で

す。施設内容は交通量の増加を招くものではありません。市内企業との連携や就業の

場の確保への取組みでは、設計監理、建物施工等において具体的に共同応募者である

市内業者への発注を提案しています。 

 

（２）事業計画の実現性 

 （資金計画、建築計画、スケジュール、経営の安定性、導入施設の実現性） 

 

A 案は、導入施設の実現性に医療・介護のシナジー効果が見込めるものの、施設運

営主体が不明確です。建築計画では、地域や多世代交流に配慮した構造となっていま

す。事業のスケジュールは概ね妥当ですが、認可保育所部分も分譲となっており、提

案時点で当該床の所有者が確定していないことから認可のリスクがあります。 

経営の安定性、資金計画では、一時期赤字を計上していますが、その後回復してい

ます。資金調達は自己資金で問題はありません。 

 

B 案は、導入施設は企業グループ内で一体経営ですが、有料老人ホームの需要変動

の可能性が考えられます。建築計画では、有料老人ホームと認可保育所について駅前

のメリットが活かせていない配置でした。認可保育所の園庭などで地域コミュニティ

の醸成を行うとしていますが、他の提案に比べ具体的でありません。事業のスケジュ

ールは概ね妥当ですが、具体的な許認可等スケジュールには不明瞭な要素があります。 

経営は、３期連続赤字を計上しています。ただし、企業グループでの連結決算では

純利益を計上しています。 
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   C 案は、導入施設の実現性では、認可保育所への敷地提供が無償とされており、地

代相当の回収が不明瞭です。建築計画では、地域開放空間や地域も利用できる集会所

をバス通り側に設置する工夫をしていますが、住宅と認可保育所は車路で分断され、

連携の見込みが薄く、土地の有効利用性が高いとは言えません。事業のスケジュール

は概ね妥当です。 

   経営の安定性、資金計画では、３期連続黒字を計上していますが、現預金がやや少

ない状態です。 

 

   D 案は、導入施設の実現性において、サービス付き高齢者向け住宅に実績がありま

すが、需要変動の可能性が考えられます。建築計画では、認可保育所に訪問介護事業

所とサービス付き高齢者向け住宅が併設され、菜園での多世代交流や集会室での地域

コミュニティとの交流もありますが、機能が多すぎる懸念があります。事業のスケジ

ュールは概ね妥当ですが、サービス付き高齢者向け住宅の着工が早く、施設の運営準

備期間が懸念されます。 

 経営の安定性、資金計画では、３期連続黒字を計上しています。ただし今期業績予

想は赤字となっています。 

 

   E 案は、導入施設の学童保育スペース、コミュニティスペース共に運営主体等が具

体的であり、実現性が高い提案です。建築計画では、防災広場、認可保育所の園庭の

位置など周辺への配慮があり、学童保育スペースと認可保育所の一体的な運営である

点に工夫があります。事業のスケジュールも概ね妥当です。 

経営の安定性、資金計画では、一時期赤字を計上していますが、会社吸収分割によ

り資本金・資本剰余金を増加しています。現預金はやや少ない状態です。 

 

   F 案は、導入施設の実現性では、高齢者に入居者ターゲットを想定し、サービス付

き高齢者向け住宅に実績がありますが、需要変動の可能性が考えられます。建築計画

では、分譲集合住宅に地域交流スペースがあるほか、認可保育所に居宅支援･訪問介護

事業所とサービス付き高齢者向け住宅が併設され、多世代交流もありますが、機能が

多すぎる懸念があります。事業のスケジュールは概ね妥当で、施設の運営準備期間も

想定しています。 

経営の安定性、資金計画では、代表法人において一時期赤字を計上していますが、

その後回復しています。 

    

  G 案は、導入施設の実現性では、分譲集合住宅に多世代交流施設がありますが、運

営主体及び方法が不明です。建築計画では、認可保育所内に地域交流スペースがある

ことが評価されるものの、多世代交流施設については規模や配置的にも課題がありま

す。事業のスケジュールは概ね妥当です。 

代表法人について、経営面では、３期連続黒字を計上しており、安定した経営で財

務内容も特に問題はありません。 
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（３）地域特性への対応などのアピール度 

 

   A 案は、少子高齢化に配慮した施設を組み合わせたうえで、地域住民が利用できる

施設がバス通り側に設置されています。また、中庭の開放や日当たりに考慮した認可

保育所の園庭など空間利用に工夫がみられます。環境対策の一環としてカーシェアリ

グが導入されています。 

   認可保育所の定員は１０名増の７０名であることを評価しました。 

 

B 案は、少子高齢化に配慮した施設を組み合わせています（交流機能含む）。店舗（テ

ナント）がバス通り側に設置され、にぎわい創出が期待できます。ただし、店舗の種

類・規模によっては地域の商店への影響が考えられます。 

   認可保育所の定員は１０名増の７０名であることを評価しました。 

 

C 案は、地域のコミュニティ活動に一定の配慮がありますが、全体としてマンショ

ン分譲が主となっています。 

認可保育所の開所時期が平成２５年４月１日であること及び障害児保育を導入する

ことは評価しましたが、定員は６０名であり定員増はありません。 

 

   D 案は、少子高齢化に配慮した施設を組み合わせています（交流機能含む）。また、

サービス付き高齢者向け住宅に一定期間の市民優遇措置を設けています。 

   認可保育所の定員は、開所時６０名であるものの、最大１２０名に対応可能である

ことを評価しました。 

 

  E 案は、認可保育所と連携した子育て支援として学童保育スペースを提案していま

す。また、コミュニティスペースの運営について、地域と連携するととともに専門事

業者によるコーディネートを予定しています。環境対策の一環としてカーシェアリン

グが導入されています。 

   認可保育所の定員は４０名増の１００名であること、また、最大１２０名まで増員

対応可能であることを評価しました。 

 

   F 案は、少子高齢化に配慮した施設を組み合わせています（交流機能含む）。また、

地域への貢献として地域向け自転車駐車場を提案しています。環境対策の一環として

カーシェアリングが導入されています。 

   認可保育所の定員は１０名増の７０名であること、また、最大８０名まで増員対応

可能であることを評価しました。 

 

  G 案は、デイサービス施設が設置されるほか、分譲集合住宅は比較的広い高齢者対

応住戸となっています。多世代交流施設が提案されていますが、その仕組みが明らか

でないため本項で評価することは難しいです。 

   認可保育所の定員は６０名であり定員増はありません。 
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（４）総合評価 

総合評価においては、 

① 提案内容が公募要項に規定する応募の最低条件に加え地域の実情に即した独自の

工夫をしていると認められるか 

② 資料や図面等の作り方が整然としており、計画の全体像が把握しやすいか 

③ 立地性、実現性、資金計画のバランスが取れており違和感がないか（その他追加

評価すべき項目があるか） 

の三つに着目して総合的に審査しました。（総合評価としては、全体 100 点満点のう

ち 10 点を配点） 

 

各提案に対する総合評価点では、A 案と E 案は独自の工夫と計画全体のまとまりの 

良さから高く評価しました。 
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 （５）得点 

 

事業予定者案

 

審査項目・内容 

Ａ案 Ｂ案 Ｃ案 D 案 E 案 F 案 G 案

１ 立地性 

     （30 点配点）

  周囲との調和性、地域交

通への影響、地域経済へ

の影響 

１９

点 

１５

点 

１９

点 

１５

点 

１８

点 

１７

点 

１８

点 

２ 事業計画の実現性 

（40 点配点）

  資金計画、建築計画、 

スケジュール、経営の安

定性、導入施設の実現性 

３３

点 

２３

点 

３０

点 

３３

点 

３４

点 

３４

点 

３１

点 

３ 地域特性への対応などの

アピール度 

         （20 点配点）

 

 

１４

点 

１１

点 

 ７

点 

１３

点 

１６

点 

１１

点 

１０

点 

４ 総合評価 

        （10 点配点）

  計画全体のまとまりなど 

 

 

 ９

点 

 ４

点 

 ５

点 

 ７

点 

 ９ 

点 

 ７ 

点 

４

点 

合  計 
７５

点 

５３

点 

６１

点 

６８

点 

７７

点 

６９

点 

６３

点 

※ 計 100 点満点 

 

５ 結び 

今回、審査にあたっては、現地を視察のうえ、審査書類を各委員の専門分野を踏まえ、

精査しました。また、複数者からの応募があることから、審査会では公平・公正の観点

をもって、慎重に審査を進めました。 

最終的には、当審査会として１者を事業予定者に選考しましたが、総数７者もの応募

があり、各応募者の創意工夫を凝らした提案を得られたことには、公募要項の骨格をも

とに民間事業者との“対話”を実施し、不動産市場を適切に把握したうえで、より実現

性の高い事業者公募を目指した「公民連携による課題解決型公募」手法について、今後

の展開が期待できたということを特筆したいと思います。 

公募にあたり、当審査会からの質問に対応していただいた応募者をはじめ、関係機関

の協力に深く感謝いたします。 
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【参考】 

 

 審議経過 

・ 第 1 回 （平成 23 年８月 24 日(水) 10：00～12：00 関内駅前第一ビル） 

１ 審査会の設置、審査委員長の選出 

２ 公募事業概要説明 

３ 審査方法・採点方法の検討 

４ 意見交換 

・ 第２回 （平成 23 年 11 月 15 日(火) ９：00～11：30 戸塚駅周辺開発事務所） 

１ 現地視察 

２ 提案内容についての説明 

３ 応募者への質問及び追加要求資料等の確認 

４ 提案内容に関する意見交換 

・ 第３回 （平成 23 年 12 月 21 日(水) 13：00～15：30 関内駅前第一ビル） 

１ 応募者への質問事項回答の確認 

２ 審査・採点 

３ 事業予定者の選考 

４ 選考結果報告書の作成方法の検討 

 

 

 審査委員 

審査委員長 川 島 志 保 川島法律事務所 弁護士 

委 員 日 吉  淳 株式会社日本総合研究所 ディレクター／主席研究員 

委 員 福 留 浩 二 株式会社日本政策投資銀行 課長 

委 員 山 口  学 株式会社エム・エス・コンサルティング 公認会計士／税理士

 

以上 


